
 
 

包括委任状 
 

 私共は、韓国の特許法人 ＫＯＲＥＡＮＡを以て代理人として次のとおり委任します。 
 

記 
 

特許(実用新案登録、デザイン登録、商標登録)出願に係る全ての手続；特許権(実用新案権、デザ

イン権、商標権)の登録に係る全ての手続；特許(実用新案登録、デザイン登録、商標登録)出願の

放棄；特許(実用新案登録、デザイン登録、商標登録)出願の取下；特許(実用新案登録、デザイン

登録、商標登録)出願に係る請求の取下；特許(実用新案登録、デザイン登録、商標登録)出願に係

る申請の取下；特許権の存続期間延長登録出願の取下；特許権(実用新案権、デザイン権、商標権)

の放棄；特許(実用新案登録)出願に基づいた特許法第 55 条第１項(実用新案法第 11 条)の規定に

よる優先権主張；特許(実用新案登録)出願に基づいた特許法第 55 条第１項(実用新案法第 11 条)

の規定による優先権主張の取下；特許(実用新案登録、デザイン登録、商標登録)出願に係る復代

理人の選任；特許(実用新案登録、デザイン登録、商標登録)出願に係る拒絶決定不服審判請求関

連の全ての手続；特許(実用新案登録、デザイン登録、商標登録)出願に係る補正却下決定不服審

判請求関連の全ての手続；特許(実用新案登録、デザイン登録出願)に係る取消決定不服審判請求

関連の全ての手続；特許(実用新案登録、デザイン登録、商標登録)出願に係る拒絶決定不服審判

請求の取下；特許(実用新案登録、デザイン登録、商標登録)出願に係る補正却下決定不服審判請

求の取下；特許(実用新案登録、デザイン登録)出願に係る取消決定不服審判請求の取下；他人の

特許(実用新案登録)出願に係る出願審査の請求；(他人の)実用新案登録出願又は登録実用新案に

対する技術評価に係る全ての手続；他人の特許出願(実用新案登録、デザイン登録出願、商標登録

出願)に係る特許法第 63 条第２項(実用新案法第 15 条、デザイン保護法第 23 条の５、商標法第

22 条第３項)の規定による情報の提供；他人の特許(実用新案登録、デザイン登録)出願に係る特

許法第 61 条(実用新案法第 15 条、デザイン保護法第 25 条の４)の規定による優先審査の申請;実

用新案登録(特許)出願に基づいて特許(実用新案登録)出願に二重出願;実用新案登録(特許)出願

に基づいて特許(実用新案登録)出願に変更出願；実用新案登録出願の却下決定不服審判関連の全

ての手続；特許(実用新案登録、デザイン登録、商標登録出願)異議申立に係る手続；特許(実用新

案登録、デザイン登録、商標登録出願)異議申立の取下；特許(実用新案登録、デザイン登録、商

標登録)審判に係る全ての手続；特許(実用新案登録、デザイン登録、商標登録)審判に係る審判請

求の取下；特許(実用新案登録、デザイン登録、商標登録)審判に係る申請の取下；特許(実用新案

登録、デザイン登録、商標登録)審判に係る復代理人の選任;商品分類転換登録申請に係る全ての

手続；商品分類転換登録に係る全ての手続；商品分類転換登録申請の取下;商品分類転換登録申請

に係る拒絶決定不服審判請求関連の全ての手続；商品分類転換登録申請に係る補正却下決定不服

審判関連の全ての手続；商品分類転換登録申請に係る拒絶決定不服審判請求の取下；商品分類転

換登録申請に係る補正却下決定不服審判請求の取下;商標のマドリッド国際出願に関連する本国

官庁に係る全ての手続(A01-E00) 

                                       20  年  月  日 
 

委  任  者 
 

  フリガナ 

  住  所： 
 

  フリガナ 

  名称(氏名)：                                          （印） 


